
持続可能な地域医療提供体制を
確保するための公立病院経営強化

に関する検討会
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松本市と相澤病院

相澤病院が進める地域における
病院の役割分担と連携
コロナ対応（松本モデル）

社会医療法人財団慈泉会相澤病院最高経営責任者
相澤孝夫
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松本市

相澤病院

松本市と松本医療圏（３市・５村）

松本市
安曇野市
塩尻市
山形村
朝日村
筑北村
麻績村
生坂村松本市の人口；233997人

松本市の面積；978.77平方キロ（23位）
松本市の人口密度；248.74（499位）
(順位は全国の市709の中で判断）

12の日常生活圏が設定されている

長野県には10の医療圏がある

松本医療圏（３市・５村）

松本医療圏
人口；４３０４４７
面積；1869㎢

•237,332人
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民間病院
公的病院

松本医療圏の病院

松本協立病院

丸の内病院

一之瀬脳外科病院

藤森病院

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱二次救急輪番参加病院

ター

松本医療圏
の主たる
急性期病院
のMDC別
患者数
（12病院）

塩尻市

安曇野市
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費

新たな慈泉会の創設
（混然とした医療を整理するため病院を分割）

1908年以来住民の
ための医療提供を
推進

支える医療

治す医療

両医療を１病院
でこなす難しさ

相澤東病院

相澤病院
相澤病院
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外来

かかりつけ医

急性期
入院

地域密着型病院

在宅療養

回復期リハ
ビリ病院

老健（入所）
回復期
入院

急性期
入院

回復期
入院

在宅医療

地域において支える医療
を中心とした患者の円滑
な流れを創る

基幹型病院

慢性期
入院

かかりつけ医

訪問診療・往診

訪問診療・往診

紹介

急性期
後入院

地域医療圏 広域医療圏

治す医療を
中心とした
患者の円滑
な流れを創る

紹介 紹介

紹介

紹介

逆紹介

紹介

逆紹介

紹介

紹介

紹介

地域密着型病院

紹介逆紹介
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在宅

地域密着型病院 ； 診療圏は狭い
（高齢者等一般急性期～回復期患者）

地域密着型病院と地域包括ケアシステム
地域包括ケアの中核として期待される病院とは

医療・介護・福祉を総合的に提供する多機能病院
基幹型病院 ； 診療圏は広い；人口50万対1000床？

（医療密度の高い急性期の患者）

みなし介護
サービス

生活支援
重度化予防
リハビリ
健診

街づくり

地域に根を張り、地域と共に息づく病院；地域の安心を担保するための重要な病院となる

病院チーム
（退院支援）

在宅チーム
（療養支援）

地ケア病棟や回リハ病棟等を有し多機能を発揮する病院

病院チーム
（転院支援）

人口5万対250床？

地域包括ケアシステム

7



松本協立病院

丸の内病院

旧）相澤病院

藤森病院

安曇野赤十字病院

まつもと医療センター

松本市立病院
相澤東病院

一之瀬脳外科病院

相澤病院

信州大学付属病院

高次救命救急センター；信州大学付属病院、県立こども病院（県全体をカバー）
地域救命救急センター；相澤病院（中信地区、松本医療圏を含むをカバー）
二次救急病院；まつもと医療センター、安曇野赤十字病院、松本市立病院、松本
協立病院、丸の内病院、一之瀬脳神経外科病院、藤森病院、相澤病院（曜日指定
の輪番制で松本医療圏をカバー）

穂高病院 城西病院

松本中川病院

県立こども病院

地域一般47

地域一般36、回リハ45、小児18

HCU８，急性期７：１看護142、地ケア49

急性期7：1看護141、地ケア58

急性期7：1看護47、回リハ30

急性期7：1看護60

地ケア54

HUU8,急性期7：1看護179、障害者7：1看護150、
地ケア50、小児50

急性期7：1看護127

HCU6、急性期7：1看護205
地ケア44、回リハ45

急性期7：1看護118、地ケア49
回リハ30

二次救急輪番制
参加病院

松本医療圏
長野県医療圏
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相澤病院の状況 地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等2025プラン」策定；2021年

相澤病院の基本情報

♦標榜科目
内科・呼吸器内科・循環器内科
消化器内科・神経内科・人工透析内科
腎臓内科・疼痛緩和内科・糖尿病内科
内視鏡内科・外科・気管食道外科
呼吸器外科・形成外科・歯科口腔外科
消化器外科・小児外科・心臓血管外科
整形外科・脳神経外科・乳腺外科
眼科・救急科・産婦人科・小児科
耳鼻いんこう科・腫瘍精神科・精神科
泌尿器科・病理診断科・放射線診断科
放射線治療科・皮膚科・麻酔科
リウマチ科・リハビリテーション科
臨床検査科

♦376床の急性期病棟（7:1）
♦34床の特定入院病床（3:1、4:1）
♦50床の回復期リハ病棟（13:1）
♦標榜科：37科

♦一般病棟平均在院日数：10.8日
♦一般病棟病床利用率：84.7％
♦一般病棟新入院患者数：32.1人／日
♦回復期リハ病棟平均在棟日数：37.6日
♦回復期リハ病棟病床利用率：93.9％
♦回復期リハ病棟新入棟患者数：1.3人／日

♦1日外来患者数：759.0人（透析患者含む）
♦紹介患者数：2108人／月
♦地域医療支援病院紹介率：97.8％
♦逆紹介率：120.5％
♦救急車来院台数：17.5台／日
♦全身麻酔手術件数：2588／年

（2019年度実績）

♦地域医療支援病院
♦基幹型臨床研修病院
♦救命救急センター
♦地域がん診療連携拠点病院
♦地域災害拠点病院
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長野県の医療計画において相澤病院の役割として記載されていること
＊救急医療；中信地域の救命救急センター（相澤病院）

松本医療圏の二次救急輪番制にも参加する
（相澤病院、一之瀬脳神経外科病院、国立病院機構まつもと医療センター、
藤森病院、松本協立病院、松本市立病院、丸の内病院、安曇野赤十字病院）

＊周産期医療；正常分娩を扱う（相澤病院、丸の内病院、松本市立病院）
＊地域小児連携病院；入院小児救急（二次救急）

（相澤病院、城西病院、松本協立病院、松本市立病院、塩尻協立病院、
中村病院、安曇野赤十字病院）

＊がん医療
・ 地域がん診療拠点病院；専門的な癌診療と地域連携（相澤病院）
・ 外来化学療法実施病院

（相澤病院、国立病院機構まつもと医療センター、信大附属病院、藤森病院、
松本協立病院、松本市立病院、丸の内病院、安曇野赤十字病院、県立こども病院）

＊脳卒中医療
・ 救急医療、急性期医療

（相澤病院、一之瀬脳神経外科病院、信大附属病院、松本市立病院、
安曇野赤十字病院）

＊心血管疾患の医療
・ 大動脈解離の救急医療（相澤病院、信大附属病院、松本協立病院）
・ 心筋梗塞の救急医療（相澤病院、信大附属病院、松本協立病院、安曇野赤十字病院）

＊糖尿病に関する医療；急性期・慢性期治療
（相澤病院、国立病院機構まつもと医療センター、信大附属病院、藤森病院、松本協立病院、
松本市立病院、松本中川病院、塩尻協立病院、安曇野赤十字病院、穂高病院）
＊災害医療；地域災害拠点病院

（参考）
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相澤病院

二次医療圏内の他病院からの紹介実績
（2015年度-2019年度比較）3436件→3706件/年 11



まつもと医療センター

松本市立病院

安曇野赤十字病院

松本協立病院

相澤病院

信州大学付属病院

県立こども病院

ステージ１

１０床

３床

３床

１０床

長野県全体

ステージ２ ステージ３ ステージ４

１６床 ３７床

１１床 １５床

８床

３床

重症

２床
小児

軽～中等症

軽症～重症

軽～中等症 軽～中等症

軽症～重症 軽症～重症

軽～中等症

軽～中等症

重症３床・中等症１５床

１０床＋サテライト
長野県全体

中等症Ⅱ以上で人工呼吸器・ECMO導入の可能性ある者

新型コロナウイルス感染症入院病床調整計画；松本モデル

２０２１年度版；２０２１年３月策定

第二種感染症指定医療機関；６床

第二種感染症指定医療機関；21床

従来からある松本広域圏救急災害医療協議会を基盤とした松本広域圏新型コロナウイルス対策会議（民間４病院、国
立２病院、県立１病院、市立１病院と3市医師会と保険担当部課長が参加）で病床の調整会議を開催

平時の病床数（一部）

急性期一般7：1→118床
ICU・HCUなど → ０

急性期一般７：１→１７９床
HCU→８床

急性期一般７：１→205床
HCU→６床

急性期一般７：１→１４２床
HCU→８床

急性期一般７：１→372床
HCU→12床、救命→１０床
SCU→12床

急性期特定７：１→588床
ICU→１４床、救命→１４床
HCU→４床
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自病院のコア事業（病院ビジョン）は何かを明確にしておくことが必要
緊急時における自病院の地域における役割・価値を明確にしておく
感染症拡大時においては、
地域の要請は、感染症の医療と通常の医療を同時に維持してほしい
というものである。この両方の医療を満足できるレベルで対応するこ
とが感染症拡大時には難しい。病院内の調整だけではなく、地域の
医療機関間での調整協議も必要となる→自病院のみの対応は不可
自病院は感染症医療をどこまでを担うのかの判断と方針の決定
自病院の通常医療はどこまでなら制限可能かの判断と方針の決定
自院のガバナンスはどこが（誰が）発揮するのか
緊急時にガバナンスを発揮する臨時の組織と人財
病院長をトップとする、緊急時対応の臨時組織；メンバーは病院長
副院長、事務長等の数人で迅速な意思決定を行う
日々変わる状況に対応するために
臨時組織のミーティング（毎日）と事務局の設置

日々刻々変わる情報の適時的確な収集と分析を行い対応を決定
日々刻々変わる新たな状況に対して、柔軟に対応できる人財が必要
感染症拡大時のBCP策定が必要；相澤病院では2020年９月に策定 13



相澤病院の救命救急センター
発熱外来とコロナ疑い救急患者の診療

14

入
口

発熱外来
外部換気室

赤5 診察室

ＣＴ3

ER専用業務用
EVで病棟へ

発熱患者搬送
車両駐車場所

救急車両
ウォークイン患者
通常入口

発熱患者
ﾄﾞﾗｲﾌﾞｽﾙｰｴﾘｱ

発熱外来
コンテナ設置

SARSで設
置した感染
症用外来
（ウォークイ
ン患者用）

平時に救
急車来院
する結核
等の感染
床患者用
診察室

（参考）



感染ゴミ搬出は普段
通行禁止の階段を

利用

ビニールカーテン

4床をスタッフ
休憩室に転用

面談室をコロナ担
当スタッフ専用休憩

室に転用

ビニールカーテン

通常のカーテン
（プライバシー確保）

中等症・軽症即応病症15床 疑似症・陰転後の経過観察患者用病症25床

陰圧室 2室（既存）

相澤病院 ３階 救急病棟（３Ａ病棟）
一般病床１７床を感染症用病床１５床へ

ビニールカーテン

コロナ病棟専用の
ステーション機能

（材料・ＰＣ・プリン
ター・薬剤カート）

カラーコーン

15

１階ＥＲ業務用ＥＶで２階へ上がり、
２階の人が少ない通路を経由し、
ＥＶで３Ａまで患者搬送

（参考）



相澤病院HCU陰圧室改修工事
10床のうち3床の変更前・変更後平面図

変更前 変更後

ゾーニングをするために、各室に
前室（グレーゾーン）を設けた。

HCU病棟を二つに仕切る
間仕切り扉（既存）

患者の出入は廊下に面し
た避難口を活用（既存）

廃
棄
物
保
管
庫

廃
棄
物
保
管
庫

倉庫を廃棄物保管庫とし、
廊下に直接搬出（既存） 16

休床休床

（参考）



職種別、病院別医療従事者数
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（常勤医のみ）
相澤病院に勤務する常勤医について

18



公立病院も民間病院も病院の目的は同じであり、医療需要に応じて自院が提供可能な医療機
能を発揮して社会に貢献することである。
地方には、民間医療機関による診療が期待できない医療過疎地域に設置されて診療を行って
いる公立病院が多くある。中山間地域や離島など、一般病院までの移動距離が15キロメート
ル以上離れ、病床数が150床未満の「不採算地区病院」といわれる病院の割合は、全公立病
院のおよそ4割を占めている。人口が急激に減少していく地域において、その地域で唯一の救
急や入院機能を持つ病院として経営を維持するためには、医療需要が急減することから数多
くの課題がある。
既に高齢化が進展している地域においては、高齢者が増加することによる患者の増加は見込
めず、高齢者すら減少し、人口は減少の一途をたどる場合が多い。国土交通省によると、
2045年には全国の4分の1の市町村で、総人口が5,000人未満となり、約4分の3の市町村
で2015年に比べて総人口が2割以上減少することが予測される。人口密度の薄い地域ほど
この減少率は大きい。
需要と供給のミスマッチにより、病院の収益は減少する一途をたどる厳しい経営状況にある人
口減少地域の病院は、基本的な経営改善や規模の縮小などによって収支を一時的に改善す
ることができたとしても、従来の医療を継続することは極めて難しい。こうした公立病院につい
て、病院単体で改善の可能性を検討することは極めて困難であり、地域における医療供給体
制を地域として将来にわたって持続可能とする目的を持つことが重要である。
将来にわたっての医療供給体制を考える地域をどの範囲とするかを人口密度の急速な低下
や交通事情、オンライン診療なども考慮して定めることが必要である。
目的は、公立病院単体での経営を改善・改革することではなく、地域の医療を維持することで
あるということを改めて認識する必要がある。地域の概念を明確にした上で、その地域全体で
の医療需要を考え、何を優先的に支えるのか、視野を広くして検討する必要がある。
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